
 

 

第１号議案 令和３年度事業計画の変更について 

 

 年間を通じた事業実績の確定や見込み等を踏まえ、次のとおり令和３年度事業計画を 

変更する。 

 

 

１ 農村地域づくり・農業の担い手育成事業（定款第 4条第 1項第 1号、2号） 

 

（１）農村地域づくり事業                  

ア 農村地域づくり支援事業 

農村地域づくり取組開始地域に係る農地保全管理取組実績の減により、事業費を次

のとおり変更する。 

事 業 内 容 実施項目 当初計画 最終見込 増  減 

農村地域づく

り支援 

 

 

いきいき農地バンク方式 

開始地区数 

    ３０地区 

  ３０集落 

   ４５地区 

   ４９集落 

１５地区 

 １９集落 

農村地域づくり取組 

開始地域数 
       ６地域      ３地域 △３地域 

農地保全管理取組地域数     ６地域    ０地域 △６地域 

棚田地域への

支援 

棚田地域交流・学習会         １回         ２回       １回 

棚田地域への専門家派遣     ２０回     ２０回    ― 

事 業 費（千円）        15,262       7,030 △8,232

 

イ 都市農村等交流事業 

コロナ感染拡大防止に伴う助成実績の減により、事業費を次のとおり変更する。 

事 業 内 容 当初計画 最終見込 増  減 

 都市農村交流バス運行支援事業     ４００台       ５５台   △３４５台 

 農村ボランティア登録数    ５０名     ９５名    ４５名 

事 業 費（千円）        14,598          4,119          △10,479

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（２）農業の担い手育成事業               

ア 新規就農者確保・育成推進事業 

   コロナ感染拡大防止等による事業実績の減により、事業費を次のとおり変更する。 

事 業 内 容 実施項目 当初計画 最終見込 増 減 

ひょうご de 就農サ

ポート事業 

県内での就農相談会・バスツ

アーの実施 

県外での就農相談会の実施 

各１回 

 

２回 

各１回 

 

２回 

― 

経営者マッチング支

援事業 

農高生・農大生と農業法人等

とのマッチング支援 
２回 ２回 ― 

高校生就農講座開

催事業 

農業関係高校への支援 
１０校 ６校 △４校 

青年農業者育成指

導事業 

農業高校生の集い 

青年農業者技術交換大会 

農高生へのアンケート調

査の実施 

１回 

１回 

１回 

２回 

１回 

１回 

1回 

― 

―  

農業入門講座 in 駅

前 

 

平日夜間コース 

６回×２回（５０名） 

休日昼間コース 

６回×２回（５０名） 

２期 

（５０名） 

２期 

（５０名） 

１期 

（２７名） 

２期 

（５５名） 

△１期

(△23名)

― 

（５名）

ひょうごの農トライ

アル事業 

インターンシップ研修の実施

①短期（７日間） 

②長期（３０日間） 

 

５０名 

５０名 

 

６７名 

７４名 

 

１７名 

２４名 

若手地域農業リー

ダー育成研修事業

（海外派遣） 

ブラジル研修（コロナ感

染拡大防止のため中止） 

 

１０名 ― △１０名

新規就農コーディ

ネート強化事業 

プロジェクト活動支援 
２６回 １２回 △１４回 

地域協議会事業 

 

地域協議会への支援 
１１協議会 １１協議会 ― 

農業後継者育成モ

デル事業 

ＪＡ等による研修施設整

備等への支援 
２カ所 1カ所 △１カ所

地域の担い手定着

応援事業 

地域による就農希望者受

け入れのためのプラン作

成数 

２０件 ６件 △１４件

ひょうごで輝く女

性農業者活躍促進

事業 

女性農業者確保・育成に取

り組むグループへの支援 

交流会への支援 

女性就農希望者への相談会

１３グループ

 

１回 

１回 

１１グループ 

 

１回 

１回 

△２グループ

 

― 

― 

事 業 費（千円） 81,297 69,424 △11,873

 



 

 

イ 担い手の経営発展事業 

  コロナ感染拡大防止等による事業実績の減により、事業費を次のとおり変更する。 

事 業 内 容 実施項目 当初計画 最終見込 増 減 

ひょうご担い手 

ＭＢＡ塾開設事業 

 

ひょうご農業ＭＢＡ塾の開催

受講生数 

講義数 

 

１０名 

１３回 

 

１０名 

１３回 

― 

ひょうご農業経営

レベルアップ事業 

経営発展の支援経営体数 
３経営体 ３経営体 ― 

若手農業者総合対

策事業 

農業青年クラブ等への支援

予定 
２２団体 ２３団体 １団体 

青年農業士認定事業 青年農業士の認定 ０回 1 回 １回 

農業後継者等ビジネスリーダー育成支援事業 

 農業後継者等海

外長期研修支援

事業 

留学に取り組む実践研修 

に支援（支援予定：２名） ２名 ０ △２名

農業後継者等海

外派遣事業 

海外での市場調査等を支援
５名 ０ △５名

農業後継者経営発展事業（第２期拡充事業） 

 親元新規就農者早

期経営安定支援 

親元就農者への支援 
３０名 １８名 △１２名

若手農業後継者

経営安定化促進

支援 

若手農業者の経営安定への

支援 １０名 １４名 ４名 

青年農業士等経

営発展支援 

青年農業士の経営発展支援
１０名 １７名 ７名 

農業経営法人化支援総合事業  

 サポート事業 ・経営相談会の開催数 

・経営戦略会議開催数 

・重点指導農業者数 

・専門家派遣回数 

５回 

３２回 

148 経営体

２００回 

３回 

３７回 

112 経営体 

１４２回 

△２回 

５回 

△36 経営体

△５８回

法人化支援事業 ・集落営農等の法人化数 １０件 １０件 ― 

農の雇用事業 

 

・募集回数 

・現地確認 

４回 

延べ２００

経営体 

４回 

延べ２４９

経営体 

― 

延べ４９

経営体 

地域力向上集落営

農塾等開催事業 

・研修等を実施する協議会

・優良な集落営農組織を表彰

８協議会 

１回 

６協議会 

１回 

△２ 

   ― 

事 業 費（千円） 153,802 131,646 △22,156

 

 



 

 

２ 農地有効活用推進事業（定款第4条第1項第3号）  

   

（１）農地中間管理事業 

     事業実績見込により、事業費を次のとおり変更する。 
 なお、コロナ感染拡大防止等のため、推進活動においては、人数を絞ったり時期を
変更するなどにより取組を行った。 

                                                 (単位：ha) 

事 業 内 容 当初計画 最終見込 増 減 

 農地中間管理事業  
による貸借 

借 受          2,500          860     △ 1,640

貸付等          2,500          860     △ 1,640

事 業 費（千円）        191,346       169,496    △ 21,850

  （注）貸付等面積は、担い手への貸付面積(850ha)と農作業委託面積(10ha)の合計 

 
    （参考１）年度別貸付等面積 

年 度 H26～30 R 元 R2 R3見込 合計 

貸付等面積 3,890ha 568ha 782ha 860ha 6,100ha 

    

  （参考２）推進活動の実施状況 

活動内容 当初計画 最終見込 増 減 

いきいき農地バンク方式開始地区数（再掲）
30地区
30集落

45地区 
49集落 

15地区
19集落

プロポーザル方式を活用した企業参入の推進
１地区

(15.6ha)
１地区 

(15.6ha) 
－ 

農業委員会との意見交換 40委員会 40委員会 － 

農業委員会ブロック別研修大会の開催 ４回 ３回 △１回

 

（２）農地中間管理機構の事業の特例（売買事業）等 

   農地の売買、農作業受託に係る事業費を次のとおり変更する。    (単位：ha） 

事 業 内 容 当初計画 最終見込 増 減 

 農地中間管理機構の 
 事業の特例 (売買事業) 

買 入    3.0 (6件)    2.7 (6件)    △ 0.3 

売 渡    3.0 (6件)    2.7 (6件)    △ 0.3 

 農作業受託促進事業 
継 続   11.0 (2件)   11.0 (2件) － 

新 規    8.0 (2件)    0.0（0件)      △ 8.0 

事 業 費（千円） 30,560 12,739 △ 17,821

 

 

 

 

 



 

 

３ 農業委員会支援事業（定款第４条第１項第２号、３号、４号） 

 

（１）農業委員会支援のための諸事業               

 コロナ感染拡大防止等による事業実績の減及び農地利用集積支援事業における事業

量の増等により、事業費を次のとおり変更する。 

事 業 内 容 実施項目 当初計画 最終見込 増 減 

 農業委員会 

活動強化事 

改選農業委員・農地利用最適化推進委

員研修会 
１０回 ９回 △１回

 業 事務局職員研修会 ３回 ２回   △１回

  農業委員・農地利用最適化推進委員研

修大会 
１回 ０回 △１回

農業委員会活動事例、田畑売買価格等

の情報収集・提供 
３回 ３回 － 

農地利用集 

積支援事業 

農地利用調整等推進会議 ２回 １回 △１回

農業委員会地区別交流研修会 ７回 ４回 △３回

女性委員交流研修会 ２回 ０回 △２回

農地パトロール活動等に活用するため

の農業委員会へのタブレット貸与 
 － ４０回 ４０回

耕作放棄地 

活用総合対 

農地パトロ－ルに関する事例等の収集

・提供 
１回 ２回 １回

 策事業 農業委員会の協力のもと、ＡＩ技術を

活用した農地耕作状況把握のモデル実

証の実施 

３地区 ２地区 △１地区

農業者年金 担当者会議・研修会 ４回 ５回 １回

事業 加入推進特別研修会 １回 １回 － 

農業者年金制度説明会 １０回 １２回 ２回

 農業・農業 

 委員会活動 

 活性化事業 

 

全国農業委員会会長代表者集会への参

加 
１回 １回 － 

農業・農村施策に関する行政機関等へ

の意見提出 
１回 １回 － 

農地税制等に関する農業委員会の意見

集約と（一社）全国農業会議所への提

出 

１回 １回 － 

女性委員のネットワ－クや農業者団体

等の活動支援 
（随時） ２回   － 

事業費（千円）    55,087   49,521 △5,566 

  

 

 



 

 

４ 「楽農生活」推進事業（定款第 4条第 1項第 5号､第 12 号） 

（１）兵庫楽農生活センター管理運営事業  

  ア  管理運営及び施設整備事業  

   園内施設の老朽化に伴う設備修繕（レストランオープンデッキ修繕等）などの実施

により、事業費を次のとおり変更する。 

なお、コロナ感染拡大を防止するため、４月２５日から５月１１日まで休園とした。 

                                                                  (単位：千円)  

事 業 内 容 当初計画 最終見込 増 減 

兵庫楽農生活センター指定管理業務      32,436      43,266      10,830

 

 

 維持管理業務    32,436      33,332         896

 設備修繕事業        0       9,934     9,934

事 業 費（千円）        32,436        43,266      10,830

   

イ 楽農学校等事業 

   楽農学校受講者数の減により、事業費を次のとおり変更する。 

事 業 内 容 実施項目 当初計画 最終見込 増  減 備 考 

楽農学校事業 

 

 

 

 

 

生きがい農業 

コース 

 

     １０８名

    上期:54名

     下期:54名

    １０８名

    上期:54名

    下期:54名

－ 

 

就農コース       

 

 

          ４８名

     17期:23名

     18期:25名

       ４５名

   17期:22名

    18期:23名

△３名 

 

 

 

有機農業塾                ７０名         ７０名 －  

楽農交流事業 

 

 

親子農業体験 

教室 

 

    １４０家族

稲 作：100家族

黒大豆：40家族 

    ７９家族

稲 作：50家族

黒大豆：29家族

△６１家族 

 

 

コロナ感染拡

大防止の観点

から対象家族

を絞って実施

新規就農者確保育成事業 １０名 ４名 △６名  

事 業 費（千円）        29,011       27,978 △1,033  

  

（２）市民農園の推進 

    整備実施希望地区がなく、事業費を次のとおり変更する。 

事 業 内 容 当初計画 最終見込 増  減 

 ひょうご市民農園（機構型）整備 

 事業  
２箇所 ０箇所 △２箇所 

市民農園推進事業 一式 一式  

事 業 費（千円） 6,200 200 △6,000



 

 

５ 分収造林事業（定款第 4条第 1項第 6号､8 号） 

 

（１）分収造林事業 

     事業量の増減により、事業費を次のとおり変更する。 

事 業 内 容 区   分 当 初 計 画 最 終 見 込 増 減 

主
間
伐 

主   伐 面 積(ha) 
       １６ 

（－）
       ２３ 

（７） 
       ７ 

（７）

間   伐 〃 
６２０  

    （３５０）

   ５５０  

（３００） 

△７０  

（△５０）

再
造
林 

植 栽       〃        １３           １３  ―  

防護柵設置      延 長(ｍ)    ７，８００    ６，１８４  △１，６１６  

保 

育 

下 刈       面 積(ha)      １０        ３  △７  

除 伐       〃      ２０        ０  △２０  

間 伐       〃     １００       ５７  △４３  

枝 打       〃      ２０        ０  △２０  

木  起       〃      １０        ０  △１０  

計 〃        １６０     ６０  △１００  

作 業 道 開 設        延 長(ｍ)  ４０,０００   ５３，６７６  １３，６７６  

事 業 費（千円）        533,883        455,383      △78,500

   (注) 主間伐欄（ ）書きは、令和４年度までの２カ年施工分で内数 

 

 

（２）施業除地協定 

   土地所有者との施業除地協定の締結を進め、次のとおり変更する。 

区   分 当初計画(ha) 最終見込(ha) 増 減(ha) 

施業除地協定     ７７５ ８５２  ７７ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

６  県営分収育林事業（定款第 4条第 1項第 7号､8 号） 

 

     現地調査による事業量の減により、事業費を次のとおり変更する。 

事 業 内 容 区   分 当 初 計 画 最 終 見 込 増  減 

 間   伐 面 積(ha)           ３０         １７      △１３

 

保育間伐 面 積(ha)           ２０            ０        △２０

利用間伐 面 積(ha)         １０         １７         ７

  作 業 道 開 設         延 長(ｍ)     １,０００    ４，１５６    ３，１５６

事 業 費（千円）        21,670        20,292       △1,378

    

 

７ 県有林等の管理等受託事業（定款第 4条第 1項第 10 号） 

 

      危険木伐採等に対応したため、事業費を次のとおり変更する。 

事 業 内 容         区   分 当 初 計 画 最 終 見 込 増  減 

  県 有 林 

 ［巡視等財産管理］ 

箇  所

面積(ha)

       １０ 

        ２７０ 

      １０ 

        ２７０ 

― 

― 

  県 有 環 境 林 

 ［林内巡視等］ 

箇  所

面積(ha)

        １１ 

    １，２０８ 

        １１ 

    １，２０８ 

― 

― 

事 業 費（千円）         47,324        48,908         1,584

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

８  森林整備事業(定款第 4条第 1項第 8号､11 号)  

 

（１）里山防災林整備 

事業量の増により、事業費を次のとおり変更する。 

事 業 内 容         

当初計画 最終見込 増 減 

箇所数 面積(ha) 箇所数 面積(ha) 箇所数 面積(ha) 

基本計画調査           ２２     ２２０    ２２     ３０４ －       ８４

整備造成工事           ２２     ２７３    ２３     ３０４      １      ３１

 事 業 費（千円） －    564,800 －    568,760 －     3,960

 

（２）野生動物共生林整備 

      事業量の増減により、事業費を次のとおり変更する。 

事 業 内 容         

当初計画 最終見込 増 減 

箇所数  面積(ha) 箇所数  面積(ha) 箇所数  面積(ha)

基本計画調査           １７     ４３０    １６     ４００    △１     △３０

整備造成工事           １８     ４４９    １７     ４６１    △１      １２

 事 業 費（千円） －    349,526 －    290,604 －    △58,922

 

（３）緊急防災林整備（渓流対策） 

     事業量の減により、事業費を次のとおり変更する。 

事 業 内 容         

当初計画 最終見込 増 減 

箇所数  面積(ha) 箇所数  面積(ha) 箇所数  面積(ha)

基本計画調査           ２０     ２００    １９      １５４    △１     △４６

整備造成工事           １７      ８５    １７      ８５ － － 

 事 業 費（千円) －    293,604 －    272,968 －   △20,636

 

 

 



 

 

９ 緑化事業 （定款第 4条第 1項第 9号､11 号） 

 

（１）緑化基金による森林の整備造成等事業 

      事業量の増減により、事業費を次のとおり変更する。 

事 業 名        当初計画 最終見込 増 減 

｢森林管理１００％作戦｣推進事業    5,000ha    2,415ha  △2,585ha 

広葉樹林化促進パイロット事業      17ha       12ha       △5ha 

住民参画型里山林再生事業     240ha      246ha         6ha 

資源循環林造成パイロット事業      30ha      25ha      △5ha 

企業の森づくり推進事業      １式      １式  ― 

事 業 費 (千円)   99,553    63,801  △35,752 

 

（２）受託事業 

    市町からの森林環境譲与税を活用した調査業務等の事業量の減に伴い、事業費を次

のとおり変更する。                                            (単位：千円)  

部 局 名       
当 初 計 画 最 終 見 込 増  減 

件数 受託金額 件数 受託金額 件数 受託金額 

兵 

庫 
県 

農政環境部 10    64,678  8 27,697 △2 △36,981

県土整備部 4    21,466 4     33,523 － 12,057

企 業 庁 1     3,000 1      6,700 －     3,700

計 15    89,144 13     67,920 △2 △21,224

 市 町 等        7    91,749 7     78,901 － △12,848

  合    計 22   180,893 20    146,821 △2 △34,072

 

 

１０ 県立三木山森林公園管理運営事業（定款第 4条第 1項第 12 号） 

   コロナ感染拡大防止により施設利用料金等が減となったこと、及び公園内でナラ枯

れ被害の拡大を防止するため、兵庫県からの伐倒駆除等の被害防止対策に係る事業を

受託したことから、事業費を次のとおり変更する。             (単位：千円) 

事 業 内 容 当初計画 最終見込 増 減 

 県立三木山森林公園指定管理業務  125,596 120,882 △4,714 

その他森林病害虫防除事業（受託事業） 0 14,314 14,314 

合     計 125,596 135,196 9,600 


